
見守りネットワーク事業とは 

事業者・協力団体など地域の皆様と連携しながら、 

支援を必要とする高齢者の早期発見及び早期対応を目的とした地域全体での見守り活動です。 

 

   

 

 

連絡・相談 

緊急通報！ 

経過や対応

などの連絡 

協力要請 

（緊急時） 

 

 

 

 

 

 

 

① 身なりの乱れがある。 

(服装が汚い、夏も冬も同じ服を着ている、髪がぼさぼさ、尿臭がする) 

② 1日に何回も同じものを買いにくる。 

③ 最近痩せてきた、具合が悪そう、ふらふらと歩いている。 

④ 来店時、車がボコボコにへこんでいる、駐車スペースから大きくはみだして 

駐車している。 

⑤ 姿を見かけなくなった。 

⑥ 家の中から怒鳴り声がする。 

⑦ 新聞がポストにたまっている。 

⑧ 同じ洗濯物が何日も干してある。 

⑨ 前日の食事（配達の弁当や飲料水）が、そのまま放置されている。 

【相談窓口】 

◆那須烏山市健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７-８８-７１１５ (平日８:３０～１７:１５) 

◆地域包括支援センターからすやま 

☎０２８７-８２-７２７２ (平日８:３０～１７:１５) 

※緊急時は営業時間外も対応可 

◆地域包括支援センターみなみなす 

☎０２８７-８３-８７６０ (平日８:３０～１７:１５) 

※緊急時は営業時間外も対応可 

 

参考：独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所 

    「高齢者見守りのポイントチェックシート」 

警察・消防・救急 

110番 119番 

民生委員・近隣者・介護サービス事業所・医療機関・その他 
 

緊急性が高いと感じられる場合

には、警察等への連絡も併せて

お願いします。 
 

関係機関との連携 

事業協力者 

下記のような方がいらっしゃる場合は、市健康福祉課、 

又は地域包括支援センターへ情報提供をお願いいたします。 

 


